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自動車税環境性能割（県税）
軽自動車税環境性能割（市町村税）
自動車税環境性能割（県税）
軽自動車税環境性能割（市町村税）

　自動車又は軽自動車を取得したときにかかる税金です。

★ 納める人 ★
　自動車税の環境性能割は、県内に主たる定置場のある自動車を取得した人です。軽自動車税の環境
性能割は、県内に主たる定置場のある三輪以上の軽自動車を取得した人です。ただし、割賦販売など
で売主が所有権を留保しているときは、買主を自動車又は軽自動車の取得者とみなして課税します。

★ 納める額 ★
　自動車又は軽自動車の取得価額に、環境への負荷の低減に資する程度に応じて定められた税率を
乗じて算出します。

乗用車の税率（新車・中古車とも同じ）�

※　ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車に適用する排ガス要件：Ｈ30年排出ガス基準50％低減又はＨ17年排出ガス基準75％低減

自家用乗用車以外の税率、クリーンディーゼル車及びその他の特例措置については、お問い合わせ
ください。

★ 免  税  点 ★
　取得価額が50万円以下の場合

★ 申告と納税 ★
　自動車の登録をするときなどに、申告して納めます。自動車保有関係手続のワンストップサービ
ス（OSS）で電子的に手続を行うこともできます。なお、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、
当分の間、県が賦課徴収の事務を行うこととされています。

★ 減　　免 ★
　身体に障害がある人、精神に重度の障害がある人などが使用する自動車で一定の要件に該当する
場合には、自動車の登録時又は登録の日から１か月以内に必要書類を添付し、減免申請書を提出す
ることにより減免されます。

★ 市町村への交付 ★
　県に納められた自動車税環境性能割のうち40.85％を、市町村道の延長及び面積に応じて県内の市
町村に交付します。
　さらに、政令指定都市（岡山市）に、県に納められた自動車税環境性能割のうち33.25％に、県内の国
道・県道に占める岡山市内の国道・県道の延長及び面積の割合を乗じて得た額を加算して交付します。

自　　動　　車　　の　　種　　類

H３０年排出ガス基準５０%低減又はH１７年排出ガス
基準７５%低減かつ２０２０年度燃費基準＋２５%達成

バス・トラック
（車両総重量2.5t以下）

H３０年排出ガス基準５０%低減又はH１７年排出ガス
基準７５%低減かつ２０２０年度燃費基準＋４０%達成乗用車

乗用車

H３０年排出ガス基準５０%低減又はH１７年排出ガス
基準７５%低減かつ２０２０年度燃費基準＋４０%達成

H３０年排出ガス基準５０%低減又はH１７年排出ガス
基準７５%低減かつ２０２０年度燃費基準＋１５%達成

乗用車

バス・トラック
（車両総重量2.5t超3.5t以下）

H３０年排出ガス基準適合又はH２１年排出ガス基準NOx・
PM１０％以上低減かつH２７年度燃費基準＋１５%達成

バス・トラック
（車両総重量2.5t超3.5t以下）

H２８（７.５ｔ以下はH３０）年排出ガス基準適合又はH２１（１２ｔ以下はH２２）年
排出ガス基準NOx・PM１０％以上低減かつH２７年度燃費基準＋１５%達成

取得価額から４５万円控除
（ハイブリッド車に限る）

バス・トラック
（車両総重量3.5t超）

電気自動車

取得価額から
４５万円控除

中古車新車

非課税

特例措置の内容
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ー
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プラグインハイブリッド自動車
燃料電池車

天然ガス自動車

クリーンディーゼル車

H３０年排出ガス基準適合（３.５t以下）又はH２１年（３.５t超１２t以下はH２２
年）排出ガス基準適合かつH21年排出ガス規制NOx10%以上低減

H30年排出ガス基準適合又は
H21年排出ガス基準適合

ＬＰＧ車

ガソリン自動車
（ハイブリッド車を含む）

ディーゼル自動車
（ハイブリッド車を含む）

区　　　　　分

★★★★：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成

自家用
普通自動車・小型自動車 軽自動車

1％2％

1％

2％3％

非課税
非課税

電気自動車・燃料電池自動車
天然ガス自動車（H30規制適合又はＨ21規制からＮＯｘ10%低減達成）
プラグインハイブリッド車（※）

令和12年度燃費基準85％達成

令和12年度燃費基準70％達成

令和12年度燃費基準80％達成

上記以外又は令和２年度燃費基準未達成

税　　率

ガソリン車
ハイブリッド車（※）
ＬＰＧ車


